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厚
生
労
働
省
は
二
月
三
日
に
「
今
後
の
パ

ー
ト
タ
イ
ム
労
働
対
策
に
関
す
る
研
究
会
」

（
座
長
＝
今
野
浩
一
郎
・
学
習
院
大
学
経
済

学
部
教
授
）
を
設
置
し
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労

働
法
の
一
部
改
正
法
附
則
に
あ
る
、
平
成
二

〇
年
四
月
一
日
の
施
行
後
三
年
を
経
過
し
た

時
点
で
の
見
直
し
の
検
討
等
に
向
け
た
議
論

を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。
今
後
、
通
常
の
労
働

者
と
の
間
の
待
遇
の
異
同
（
職
務
の
価
値
含

む
）、
通
常
の
労
働
者
へ
の
転
換
の
推
進
、

教
育
訓
練
、
待
遇
に
関
す
る
納
得
性
の
向
上

（
労
使
の
意
見
含
む
）、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労

働
法
の
実
効
性
の
確
保
そ
の
他
の
論
点
（
税

制
・
社
会
保
険
制
度
等
、
フ
ル
タ
イ
ム
無
期

の
取
扱
い
等
）
で
議
論
を
行
い
、
夏
頃
を
目

途
に
報
告
書
の
と
り
ま
と
め
を
予
定
し
て
い

る
。

　

本
稿
で
は
、
当
機
構
が
昨
年
一
二
月
二
七

日
に
発
表
し
、
同
研
究
会
の
基
礎
資
料
と
し

て
活
用
さ
れ
て
い
る
、「
短
時
間
労
働
者
実
態

調
査
」
の
結
果
を
紹
介
す
る
。
な
お
、
結
果

の
詳
細
は
、
今
春
を
目
途
に
刊
行
す
る
報
告

書
に
掲
載
す
る
予
定
で
あ
る
。

１　

調
査
の
概
要

（
１
）
調
査
の
目
的

　

一
九
九
三
年
に
制
定
さ
れ
た
パ
ー
ト
タ
イ

ム
労
働
法
（「
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理

の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
」）
は
、
制
定
後

一
五
年
を
経
過
し
た
二
〇
〇
八
年
に
初
め
て

の
改
正
が
行
わ
れ
た
。
改
正
で
は
、
①
通
常

の
労
働
者
と
均
衡
の
と
れ
た
待
遇
の
確
保
に

向
け
、
賃
金
を
短
時
間
労
働
者
の
職
務
内
容
、

成
果
、
意
欲
、
能
力
、
経
験
等
を
勘
案
し
て

決
定
す
る
努
力
義
務
（
第
九
条
一
項
）
や
、

②
と
り
わ
け
、
職
務
か
つ
人
材
活
用
の
仕
組

み
等
が
同
じ
短
時
間
労
働
者
に
対
し
、
同
一

の
方
法
で
決
定
す
る
努
力
義
務
（
第
九
条
二

項
）、
さ
ら
に
は
③
職
務
・
人
材
活
用
の
仕

組
み
等
が
同
じ
で
実
質
無
期
雇
用
の
短
時
間

労
働
者
に
対
し
、
通
常
の
労
働
者
と
の
差
別

的
な
待
遇
を
禁
止
す
る
義
務
規
定（
第
八
条
）

―
―
な
ど
が
新
設
さ
れ
た
。
ま
た
、
④
短
時

間
労
働
者
か
ら
通
常
の
労
働
者
へ
の
転
換
を

推
進
す
る
た
め
の
措
置
の
義
務
化
（
第
一
二

条
）
や
、
⑤
短
時
間
労
働
者
の
雇
入
れ
の
際

に
文
書
交
付
・
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

事
項
と
し
て
（
労
働
基
準
法
が
定
め
る
も
の

に
加
え
）「
昇
給
」「
退
職
手
当
」「
賞
与
」
の
有

無
の
義
務
化
（
過
料
あ
り
）（
第
六
条
）、
⑥

雇
入
れ
後
に
短
時
間
労
働
者
か
ら
求
め
ら
れ

た
場
合
に
、
待
遇
決
定
時
に
考
慮
し
た
事
項

の
説
明
の
義
務
化
（
第
一
三
条
）
―
―
と
い

っ
た
事
項
に
つ
い
て
も
規
定
が
強
化
さ
れ
た
。

　

こ
う
し
た
改
正
は
、
事
業
所
に
お
け
る
短

時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
や
、
今
日
的
な
個

別
・
短
時
間
労
働
者
の
働
き
方
、
こ
れ
に
対

応
す
る
処
遇
の
納
得
性
な
ど
に
、
ど
の
よ
う

な
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
た
ら
し
た
の
か
―
―
。

当
機
構
調
査
・
解
析
部
で
は
、
厚
生
労
働
省

雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
短
時
間
・
在
宅
労

働
課
か
ら
の
要
請
に
基
づ
き
、
改
正
パ
ー
ト

タ
イ
ム
労
働
法
の
施
行
か
ら
二
年
を
経
過
し

た
時
点
に
お
け
る
、
職
場
の
実
態
把
握
を
目

的
に
本
調
査
を
実
施
し
た
。

（
２
）
調
査
の
フ
レ
ー
ム

　

調
査
は
、
事
業
所
に
対
す
る
調
査
と
、
同

事
業
所
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
短
時
間
労
働
者

（
呼
称
に
係
わ
ら
ず
一
週
間
の
所
定
労
働
時

間
が
通
常
の
労
働
者
よ
り
短
い
労
働
者
）
に

対
す
る
調
査
で
構
成
し
て
い
る
。
対
象
は
、

一
六
大
産
業
分
類
に
お
け
る
、
常
用
労
働
者

五
人
以
上
の
全
国
の
事
業
所
か
ら
、
産
業
・

規
模
別
に
層
化
無
作
為
抽
出
し
た
一
万
社
と

し
、
調
査
票
を
郵
送
配
布
・
郵
送
回
収
し
た
。

ま
た
、
短
時
間
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
同
事

業
所
に
対
し
、
約
六
万
枚
の
配
布
を
依
頼
し

た
（
回
答
は
各
個
人
か
ら
直
接
郵
送
）。

　

調
査
票
は
、
事
業
所
と
短
時
間
労
働
者
に

同
一
の
事
項
を
聞
く
な
ど
、
改
正
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
法
の
浸
透
状
況
等
を
両
面
か
ら
確

認
で
き
る
よ
う
工
夫
し
て
設
計
し
た
。

　

調
査
期
間
は
、
二
〇
一
〇
年
六
月
九
日
～

七
月
一
二
日
。
有
効
回
収
数
は
、
事
業
所
調

査
で
三
〇
四
〇
（
有
効
回
収
率
三
〇
・
四
％
）、

個
人
調
査
で
六
二
〇
八
（
一
〇
・
六
％
・
た

だ
し
短
時
間
労
働
者
を
雇
用
し
て
い
な
い
事

業
所
へ
の
配
布
も
含
ま
れ
て
お
り
、
単
純
に

破
棄
さ
れ
た
分
に
つ
い
て
母
数
か
ら
除
い
て

い
な
い
）
と
な
っ
た
。

２　

調
査
結
果
の
概
要

事
業
所
調
査
よ
り

　

回
答
事
業
所
（
ｎ
＝
三
〇
四
〇
）
の
う
ち
、

短
時
間
労
働
者
を
雇
用
し
て
い
る
割
合
は
、

調
査
産
業
平
均
で
五
八
・
〇
％
と
な
っ
た（
図

１
）。
こ
の
う
ち
、
正
社
員
数
、
短
時
間
労

働
者
数
、
そ
の
他
労
働
者
数
が
す
べ
て
記
載

―
―
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ｢

短
時
間
労
働
者
実
態
調
査｣

結
果
か
ら

調
査
・
解
析
部
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さ
れ
て
い
た
事
業
所
（
ｎ
＝
一
二
六
九
）
に

お
け
る
、
全
従
業
員
数
に
占
め
る
非
正
社
員

（
短
時
間
労
働
者
＋
そ
の
他
労
働
者
）
比
率

を
算
出
す
る
と
平
均
二
八
・
一
％
。
同
様
に
、

全
従
業
員
数
に
占
め
る
短
時
間
労
働
者
比
率

は
平
均
一
八
・
二
％
で
、
属
性
の
特
徴
は
、

性
別
で
男
性
一
に
対
し
女
性
約
二
・
九
、
契

約
形
態
で
無
期
一
に
対
し
有
期
約
一
・
六
な

ど
と
な
っ
た
。

　

以
下
、
短
時
間
労
働
者
を
雇
用
し
て
い
る

事
業
所
（
ｎ
＝
一
七
六
四
）
に
つ
い
て
集
計

し
た
結
果
を
示
す
。

　

短
時
間
労
働
者
を
雇
用
し
て
い
る
理
由

（
複
数
回
答
）
で
も
っ
と
も
多
い
の
は
、「
人

件
費
が
割
安
な
た
め
（
労
務
コ
ス
ト
の
効
率

化
）」
で
約
半
数
（
四
六
・
二
％
）
を
占
め
た
。

こ
れ
に
、「
簡
単
な
仕
事
内
容
の
た
め
」（
四

一
・
七
％
）、「
一
日
の
忙
し
い
時
間
帯
に
対

処
す
る
た
め
」（
三
八
・
〇
％
） 

な
ど
が
続
く
。

さ
ら
に
、「
定
年
社
員
の
再
雇
用
の
た
め
」（
二

七
・
二
％
）
と
の
回
答
も
四
分
の
一
を
超
え

て
い
る
こ
と
か
ら
、
団
塊
世
代
の
再
雇
用
に

よ
る
パ
ー
ト
形
態
へ
の
流
入
の
影
響
が
窺
え

る
（
図
２
）。

　

短
時
間
労
働
者
の
う
ち
、
も
っ
と
も
人
数

が
多
い
職
種
は
、「
事
務
」
と
す
る
事
業
所
が

最
多
で
二
六
・
九
％
。
次
い
で
、「
生
産
工
程
・

労
務
」（
一
八
・
六
％
）、「
専
門
・
技
術
」（
一
一
・

七
％
）、「
サ
ー
ビ
ス
」（
一
一
・
五
％
）、「
そ
の

他
」（
一
〇
・
七
％
）、「
販
売
」（
八
・
九
％
）、「
運

輸
・
通
信
」（
二
・
九
％
）、「
保
安
」（
一
・
〇
％
）、

「
管
理
」（
〇
・
七
％
）
―
―
の
順
に
な
っ
た
。

　

ま
た
、
同
職
種
に
就
い
て
い
る
正
社
員
が

「
い
る
」
事
業
所
は
八
四
・
〇
％
だ
っ
た
。

　
○
正
社
員
と
職
務
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
、
か
つ

人
材
活
用
の
仕
組
み
等
も
同
じ
短
時
間
労
働

者
の
有
無
―
―
８
条
該
当
者
が
い
る
事
業
所

は
一
・
一
％
、
短
時
間
労
働
者
数
で
は
〇
・

一
％ 

　

短
時
間
労
働
者
の
人
数
が
も
っ
と
も
多
い

職
種
と
、
同
一
の
職
種
に
就
い
て
い
る
正
社

員
が
い
る
事
業
所
（
前
述
八
四
・
〇
％
、
ｎ

＝
一
四
八
二
）
の
う
ち
、
そ
の
職
種
に
お
い

て
、
正
社
員
と
職
務
（「
業
務
の
内
容
」
及

び
「<

業
務
に
伴
う>

責
任
の
程
度
」）
が

ほ
と
ん
ど
同
じ
短
時
間
労
働
者
が
「
い
る
」

割
合
は
二
四
・
四
％
、「
い
な
い
」
割
合
は
七

四
・
二
％
と
な
っ
た
。

　

ま
た
、
正
社
員
と
職
務
が
ほ
と
ん
ど
同
じ

短
時
間
労
働
者
が
「
い
る
」
事
業
所
（
前
述

二
四
・
四
％
、
ｎ
＝
三
六
一
）
の
う
ち
、
さ

ら
に
人
材
活
用
の
仕
組
み
等
（
人
事
異
動
の

有
無
等
）も
同
じ
短
時
間
労
働
者
が「
い
る
」

割
合
は
、「（
全
雇
用
期
間
を
通
じ
て
）同
じ
」

一
三
・
三
％
と
、「
一
定
期
間
同
じ
」
四
・
七

％
を
合
わ
せ
て
一
八
・
〇
％
。「
い
な
い
」

割
合
は
七
三
・
一
％
と
な
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
正
社
員
と
職
務
が
ほ
と
ん
ど
同

じ
、
か
つ
人
材
活
用
の
仕
組
み
等
も
（
全
雇

用
期
間
を
通
じ
て
）
同
じ
短
時
間
労
働
者
が
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図１　短時間労働者を雇用している事業所割合

※回答事業所 n=3,040 を対象に集計

資料出所：短時間労働者実態調査（平成 22 年 )( 労働政策研究・研修機構）

資料出所：パートタイム労働者総合実態調査（平成18年）（厚生労働省）

図２　短時間労働者を雇用する理由（複数回答)
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「
い
る
」
事
業
所
（
前
述
一
三
・
三
％
、
ｎ

＝
四
八
）
の
中
で
、「（
実
質
）
無
期
契
約
」

の
短
時
間
労
働
者
（
第
八
条
・
差
別
的
待
遇

の
禁
止
義
務
対
象
）
が
「
い
る
」
割
合
は
三

九
・
六
％
だ
っ
た
。

　

こ
の
結
果
、
改
正
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法

第
八
条
の
三
要
件
（
職
務
が
同
じ
・
人
材
活

用
の
仕
組
み
等
が
全
雇
用
期
間
を
通
じ
て
同

じ
・
契
約
期
間
が
実
質
無
期
）
に
該
当
す
る

短
時
間
労
働
者
が
「
い
る
」
事
業
所
が
、
短

時
間
労
働
者
を
雇
用
し
て
い
る
事
業
所
に
占

め
る
割
合
は
一
・
一
％
と
推
計
で
き
る
（
図

３
）。

　

一
方
、
短
時
間
労
働
者
の
人
数
が
も
っ
と

も
多
い
職
種
に
就
い
て
い
る
正
社
員
が
い
る

事
業
所
（
ｎ
＝
一
四
八
二
）
の
、
そ
の
職
種

に
お
い
て
、
正
社
員
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
職
務

に
就
い
て
い
る
短
時
間
労
働
者
の
人
数
割
合

は
三
・
四
％
。
ま
た
、
こ
の
う
ち
人
材
活
用

の
仕
組
み
等
も
正
社
員
と
（
全
雇
用
期
間
を

通
じ
て
）
同
じ
短
時
間
労
働

者
の
人
数
割
合
は
一
〇
・
八

％
で
、
さ
ら
に
こ
の
う
ち
、

（
実
質
）
無
期
契
約
の
短
時

間
労
働
者
の
人
数
割
合
は
二

九
・
七
％
と
な
っ
た
。

　

こ
の
結
果
、
改
正
パ
ー
ト

タ
イ
ム
労
働
法
第
八
条
の
三

要
件
に
該
当
す
る
短
時
間
労

働
者
が
、
す
べ
て
の
短
時
間

労
働
者
に
占
め
る
割
合
は

〇
・
一
％
と
推
計
で
き
る（
図

３
）。

　
○
正
社
員
と
職
務
が
ほ
と
ん

ど
同
じ
、
か
つ
人
材
活
用
の

仕
組
み
等
も
同
じ
短
時
間
労

働
者
に
対
す
る
処
遇
状
況
―

―
正
社
員
と
同
様
の
算
定
方

法
で
基
本
賃
金
を
支
払
っ
て

い
る
事
業
所
は
一
割
程
度

　

正
社
員
と
職
務
が
ほ
と
ん

ど
同
じ
短
時
間
労
働
者
が

「
い
る
」
事
業
所
（
ｎ
＝
三

六
一
）
に
お
け
る
処
遇
の
決

定
方
法
を
み
る
と
、
基
本
賃

金
に
つ
い
て
は
、「
正
社
員
と

同
様
の
算
定
方
法
（
制
度
・

基
準
）
に
基
づ
い
て
支
払
っ
て
い
る
」
割
合

が
九
・
一
％
、「
正
社
員
の
制
度
・
基
準
と
は

異
な
る
が
、
正
社
員
と
共
通
す
る
算
定
要
素

に
よ
り
支
払
っ
て
い
る
」が
一
七
・
五
％
、「
正

社
員
と
は
異
な
る
算
定
要
素
に
基
づ
い
て
支

払
っ
て
い
る
」
が
六
一
・
八
％
と
な
っ
た
。

　

賞
与
に
つ
い
て
は
、同
順
に
そ
れ
ぞ
れ
五
・

五
％
、
一
〇
・
五
％
、
四
一
・
〇
％
の
ほ
か
、

「
支
払
っ
て
い
な
い
」
が
二
八
・
三
％
と
な

っ
て
い
る
。

　

同
様
に
、
正
社
員
と
職
務
が
ほ
と
ん
ど
同

じ
か
つ
人
材
活
用
の
仕
組
み
等
も
同
じ
短
時

間
労
働
者
が
「
い
る
（
一
定
期
間
含
む
）」

事
業
所
（
ｎ
＝
六
五
））
に
お
け
る
処
遇
の

全短時間労働者数 91,384人

短時間労働者の中で最も人数が多い職種に就いてい

る短時間労働者数 77,101人

正社員と職務がほとんど同じ短時間労働者数

2,647人

正社員と職務がほとんど同じかつ

人材活用の仕組みが同じ短時間労働者数

286人（うち有期：201人、無期85人）

100%
84.4%

2.9%
0.3%

無期：0.1%

・正社員と職務がほとんど同じ短時間労働者（１要件）の割合は2.9％（事業所割合では20.5％）。

・正社員と職務がほとんど同じかつ人材活用の仕組みが同じ短時間労働者（２要件）の割合は0.3％（事業所割合では2.7％）。

・正社員と職務がほとんど同じかつ人材活用の仕組みが同じで無期契約の短時間労働者（３要件）の割合は0.1％（事業所割合では1.1％）。

短時間労働者に占める割合 事業所に占める割合

短時間労働者を雇用している事業所 1,764事業所

当該事業所でもっとも短時間労働者の人数が多い職

種に正社員がいる事業所 1,482事業所

正社員と職務がほとんど同じ短時間労働者が

いる事業所 361事業所

正社員と職務がほとんど同じかつ人材活用の

仕組みが同じ短時間労働者がいる
事業所 48事業所（うち無期あり19事業所）

100%
84.0%

20.5%

2.7%
無期：1.1%

ある
81.7%
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16.9%

不 明
1.4%
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H22

94.5 
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パートの方が低い パートの方が高い

正社員と職務がほとんど同じパートの１時間
当たりの賃金額の差

正社員と職務がほとんど同じ短時間労働者の
１時間当たりの賃金額の差

賃金額の差の内容（複数回答）

正社員より

高い
3.9%

正社員より

低い
69.5%

正社員と

同じ（賃金

差はない）
17.5%

無回答
9.1% 賃金差

がある
73.4%

「正社員より賃金額が低い」場合の正社員の
賃金額に対する割合

８割以上
36.3

６割以上

８割未満
48.2

４割以上

６割未満
14.3

４割未満
1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(%)

図３　働き方が正社員と同じ短時間労働者の存在割合

図４　正社員と職務がほとんど同じ短時間労働者の１時間当たりの賃金額の差の有無

資料出所：短時間労働者実態調査（平成22年）（労働政策研究・研修機構）

資料出所：短時間労働者実態調査（平成22年）（労働政策研究・研修機構）
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決
定
方
法
を
み
る
と
、
基
本
賃
金
で
は
、「
正

社
員
と
同
様
の
算
定
方
法
（
制
度
・
基
準
）

に
基
づ
い
て
支
払
っ
て
い
る
」
が
一
二
・
三

％
。「
正
社
員
の
制
度
・
基
準
と
は
異
な
る
が
、

正
社
員
と
共
通
す
る
算
定
要
素
に
よ
り
支
払

っ
て
い
る
」
が
一
八
・
五
％
、「
正
社
員
と
は

異
な
る
算
定
要
素
に
基
づ
い
て
支
払
っ
て
い

る
」
が
四
一
・
五
％
と
な
っ
た
。

　

賞
与
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
六
・
二
％
、
一
五
・

四
％
、
三
三
・
八
％
の
ほ
か
、「
支
払
っ
て
い

な
い
」
が
一
三
・
八
％
と
な
っ
て
い
る
。

　
○
正
社
員
と
職
務
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
、
か
つ

人
材
活
用
の
仕
組
み
等
も
同
じ
短
時
間
労
働

者
の
、
一
時
間
当
た
り
賃
金
の
正
社
員
賃
金

に
対
す
る
割
合
―
―
正
社
員
の
六
割
以
上
八

割
未
満
が
最
多

　

正
社
員
と
職
務
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
短
時
間

労
働
者
（「
い
る
」
事
業
所
（
ｎ
＝
三
六
一
））

の
、
一
時
間
当
た
り
賃
金
の
正
社
員
賃
金
に

対
す
る
割
合
に
つ
い
て
は
、「
正
社
員
よ
り
高

い
」
が
三
・
九
％
、「
正
社
員
と
同
じ
（
賃
金

差
は
な
い
）」
が
一
七
・
五
％
、「
正
社
員
よ

り
低
い
」
が
六
九
・
五
％
と
な
っ
た
。「
正

社
員
よ
り
低
い
」（
ｎ
＝
二
五
一
）
場
合
を
詳

し
く
み
る
と
、
正
社
員
の
「
八
割
以
上
」（
三

六
・
三
％
）、「
六
割
以
上
八
割
未
満
」（
四
八
・

二
％
）、「
四
割
以
上
六
割
未
満
」（
一
四
・
三

％
）
―
―
な
ど
と
な
っ
て
い
る
（
図
４
）。

　

同
様
に
、
正
社
員
と
職
務
が
ほ
と
ん
ど
同

じ
か
つ
人
材
活
用
の
仕
組
み
等
も
同
じ
短
時

間
労
働
者
（「
い
る
（
一
定
期
間
含
む
）」
事

業
所（
ｎ
＝
六
五
））

の
、
一
時
間
当
た
り

賃
金
の
正
社
員
賃
金

に
対
す
る
割
合
に
つ

い
て
は
、「
正
社
員
よ

り
高
い
」
が
一
・
五

％
、「
正
社
員
と
同
じ

（
賃
金
差
は
な
い
）」

が
二
四
・
六
％
、「
正

社
員
よ
り
低
い
」
が

五
二
・
三
％
と
な
っ

た
。「
正
社
員
よ
り

低
い
」（
ｎ
＝
三
四
）

場
合
を
詳
し
く
み
る

と
、
正
社
員
の
「
八

割
以
上
」（
二
九
・
四

％
）、「
六
割
以
上
八

割
未
満
」（
五
五
・
八

％
）、「
四
割
以
上
六

割
未
満
」（
一
四
・
七

％
）
―
―
な
ど
と
な

っ
て
い
る
。

○
短
時
間
労
働
者
の

採
用
時
に
お
け
る
労

働
条
件
の
明
示
方
法

―
―
書
面
交
付
が
約

９
割

　

短
時
間
労
働
者
の

雇
入
れ
時
の
労
働
条

主に就業規則

を交付している
25.1

主に労働条件

通知書・労働契

約書等書面を

交付している
89.5

主に口頭で説

明している
8.9 その他

1.3
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40.8

その他
3.8
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「明示している」場合の方法（単一回答）

「明示している」場合の方法（複数回答）

※方法については、平成18
年と22年で集計方法が異な

るため、単純に比較はできな
い。
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図５　短時間労働者の採用時における労働条件の明示方法

図６　短時間労働者の賃金の決定要素（複数回答）

資料出所：短時間労働者実態調査（平成22年）（労働政策研究・研修機構）

資料出所：パートタイム労働者総合実態調査（平成18年）（厚生労働省）

資料出所：短時間労働者実態調査（平成22年）（労働政策研究・研修機構）

資料出所：パートタイム労働者総合実態調査（平成18年）（厚生労働省）
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件
明
示
（
複
数
回
答
）
に
つ
い
て
は
、「
明
示

し
て
い
る
」
事
業
所
が
九
七
・
三
％
、「
明
示

し
て
い
な
い
」
事
業
所
が
〇
・
六
％
と
な
っ

た
。「
明
示
し
て
い
る
」（
ｎ
＝
一
七
一
七
）

場
合
の
方
法（
複
数
回
答
）に
つ
い
て
は
、「
主

に
労
働
条
件
通
知
書
、
労
働
契
約
書
等
、
書

面
を
交
付
し
て
い
る
」
が
八
九
・
五
％
、「
主

に
就
業
規
則
を
交
付
し
て
い
る
」
が
二
五
・

一
％
、「
主
に
口
頭
で
説
明
し
て
い
る
」が
八
・

九
％
、「
そ
の
他
」
が
一
・
三
％
と
な
っ
て
い

る
（
図
５
）。

　
○
短
時
間
労
働
者
の
賃
金
の
決
定
要
素
、
手

当
等
及
び
各
種
制
度
の
実
施
状
況
―
―
決
定

要
素
の
ト
ッ
プ
は
「
能
力
、
経
験
」

　

短
時
間
労
働
者
の
賃
金
を
決
定
す
る
際
、

考
慮
し
て
い
る
要
素
（
複
数
回
答
）
に
つ
い

て
は
、「
能
力
、
経
験
」（
五
九
・
六
％
）、「
職

務
の
内
容
」（
五
五
・
七
％
）、「
地
域
で
の
賃

金
相
場
」（
四
三
・
五
％
）、「
職
務
の
成
果
」（
三

二
・
一
％
）、「
最
低
賃
金
」（
三
〇
・
八
％
）

―
―
な
ど
と
な
っ
た
（
図
６
）。

　

ま
た
、
正
社
員
及
び
短
時
間
労
働
者
全
般

に
対
す
る
、
手
当
等
及
び
各
種
制
度
の
実
施

状
況
（
複
数
回
答
）
は
図
７
の
通
り
だ
っ
た
。

○
正
社
員
、
短
時
間
労
働
者
全
般
及
び
正
社

員
と
職
務
が
同
じ
短
時
間
労
働
者
（
い
る
場

合
）
の
教
育
訓
練
機
会
―
―
「
訓
練
行
っ
て

い
る
」
が
七
七
・
八
％ 

　

短
時
間
労
働
者
全
般
に
対
し
て
、
何
ら
か

の
教
育
訓
練
を
「
行
っ
て
い
る
」
事
業
所
は

七
七
・
八
％
。
そ
の
内
容
（
複
数
回
答
）
は
、

「
日
常
的
業
務
を
通
じ
た
計
画
的
な
教
育
訓

練
（
О
Ｊ
Ｔ
） 

を
行
っ
て
い
る
」
が
、（
事
業

所
全
体
の
う
ち
）五
七
・
一
％
。
次
い
で
、「
入

職
時
に
ガ
イ
ダ
ン
ス
（
Ｏ
ｆ
ｆ
―
Ｊ
Ｔ
）
を

行
っ
て
い
る
」（
五
四
・
二
％
）、「
職
務
遂
行

に
必
要
な
能
力
を
付
与
す
る
教
育
訓
練
（
Ｏ

ｆ
ｆ
―
Ｊ
Ｔ
）
を
行
っ
て
い
る
」（
三
八
・
二

％
）
―
―
な
ど
の
順
と
な
っ
た

（
図
８
）。

　
○
短
時
間
労
働
者
か
ら
正
社
員

へ
の
転
換
推
進
措
置
―
―
実
施

率
は
四
八
・
六
％

　

短
時
間
労
働
者
か
ら
正
社
員

へ
の
転
換
推
進
措
置
に
つ
い
て

は
、「
実
施
し
て
い
る
」
事
業
所

（
四
八
・
六
％
）
と
、「
実
施
し

て
い
な
い
」
事
業
所
（
四
八
・

四
％
）
が
ほ
ぼ
同
数
だ
っ
た
。

「
実
施
し
て
い
る
」（
ｎ
＝
八
五

七
）場
合
の
方
法（
複
数
回
答
）

は
、「
正
社
員
を
募
集
す
る
場
合
、

そ
の
内
容
を
短
時
間
労
働
者
に

周
知
し
て
い
る
」（
五
一
・
〇
％
）、

「
試
験
制
度
な
ど
正
社
員
転
換

制
度
を
導
入
し
て
い
る
」（
四

五
・
六
％
）、「
正
社
員
の
ポ
ス

ト
を
社
内
公
募
す
る
場
合
、
短

時
間
労
働
者
に
も
応
募
機
会
を

与
え
て
い
る
」（
三
八
・
五
％
）

―
―
な
ど
の
順
と
な
っ
た
（
図

９
）。

　

ま
た
、
過
去
三
年
間
に
正
社

員
へ
の
応
募
実
績
が
「
あ
る
」

事
業
所
は
三
八
・
九
％
で
、
転
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図７　短時間労働者に対する手当・各種制度の実施状況（複数回答）

図８　短時間労働者に対する教育訓練の実施状況（複数回答）

資料出所：短時間労働者実態調査（平成22年）（労働政策研究・研修機構）

資料出所：短時間労働者実態調査（平成 22 年）（労働政策研究・研修機構）

資料出所：パートタイム労働者総合実態調査（平成 18 年）（厚生労働省）
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換
実
績
が
「
あ
る
」
事
業
所
は
三
九
・
九
％
。

応
募
実
績
が｢

あ
る｣

場
合
の
対
応
募
者
転

換
率
を
算
出
す
る
と
、｢

八
〇
％
以
上
」
が

六
七
・
六
％
、「
五
〇
％
以
上
八
〇
％
未
満
」

が
一
一
・
八
％
な
ど
と
な
っ
た
。

　
○
短
時
間
労
働
者
に
対
す
る
処
遇
決
定
に
つ

い
て
の
説
明
―
―
約
四
分
の
一
が
「
説
明
を

求
め
ら
れ
た
経
験
あ
り
」 

　

改
正
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
の
施
行
後
の

過
去
二
年
間
に
、
短
時
間
労
働
者
か
ら
本
人

の
処
遇
に
係
る
説
明
を
「
求
め
ら
れ
た
こ
と

が
あ
る
」
事
業
所
は
二
二
・
三
％
。「
求
め

ら
れ
た
こ
と
が
な
い
」
事
業
所
は
七
五
・
二

％
だ
っ
た
。 

　

ま
た
、「
求
め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
」（
ｎ
＝

三
九
四
）
場
合
に
、求
め
ら
れ
た
内
容
を
「
説

明
し
て
い
る
」
割
合
は
九
八
・
五
％
、「
説
明

し
て
い
な
い
」
割
合
は
〇
・
八
％
だ
っ
た
。

　
○
改
正
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
の
施
行
を
機

に
実
施
し
た
雇
用
管
理
等
の
見
直
し
―
―
最

多
は
特
定
事
項
の
明
示

　

改
正
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
の
施
行
を
機

に
実
施
し
た
、
雇
用
管
理
の
改
善
等
事
項
の

有
無
を
聞
く
と
、「
あ
っ
た
」事
業
所
が
六
二
・

六
％
。
そ
の
内
容
（
複
数
回
答
）
は
、｢

労

働
条
件
通
知
書
等
で
、
特
定
事
項
を
明
示
す

る
よ
う
に
し
た｣

（
第
六
条
関
係
、
義
務
事

項
）
が
、（
事
業
所
全
体
の
う
ち
）
四
五
・
六

％
で
も
っ
と
も
多
く
、
以
下
、｢

正
社
員
と

短
時
間
労
働
者
の
職
務
内
容
の
区
分（
違
い
）

を
明
確
に
し
た｣

（
第
八
・
九
条
関
係
、義
務
・

努
力
義
務
事
項
）
が
一
四
・
一
％
、｢

短
時

間
労
働
者
も
福
利
厚
生
施
設
を
利
用
で
き
る

よ
う
に
し
た｣

（
第
一
一
条
関
係
、
配
慮
義

務
事
項
）
が
一
一
・
七
％
、｢

短
時
間
労
働

者
か
ら
正
社
員
へ
の
転
換
推
進
措
置
を
設
け

た｣

（
第
一
二
条
関
係
、義
務
事
項
）が
一
一
・

四
％
、｢

短
時
間
労
働
者
の
賃
金
等
処
遇
を

（
正
社
員
と
の
均
等
・
均
衡
や
、
意
欲
・
能

力
等
を
考
慮
し
）改
善
し
た｣

（
第
九
条
関
係
、

努
力
義
務
事
項
）
が
一
〇
・
九
％
、｢

短
時

間
労
働
者
に
も
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
よ
う

に
し
た｣

（
第
一
〇
条
関
係
、
義
務
・
努
力

義
務
事
項
）
が
一
〇
・
七
％
―
―
な
ど
と
な

っ
た
（
図
10
）。

　

な
お
、
改
正
法
付
帯
決
議

や
国
会
審
議
等
で
反
作
用
と

し
て
懸
念
さ
れ
た
、「
短
時
間

労
働
者
と
職
務
等
が
同
じ
、

正
社
員
側
の
賃
金
等
処
遇
を

見
直
し
た
」（
一
・
九
％
）
や
、

「
短
時
間
労
働
者
の
所
定
労

働
時
間
を
正
社
員
と
同
じ
に

し
た
」（
〇
・
九
％
）
と
い
っ

た
回
答
は
少
数
に
と
ど
ま
っ

た
。短

時
間
労
働
者
調
査
よ
り

　

次
に
、短
時
間
労
働
者（
ｎ

＝
六
二
〇
八
）
に
つ
い
て
集

計
し
た
結
果
を
み
る
。

　

属
性
に
つ
い
て
は
、
性
別

は
女
性
が
七
九
・
八
％
に
対

し
、
男
性
が
一
九
・
六
％
。

年
齢
構
成
は
、
女
性
で
は
四

五
～
四
九
歳
（
一
六
・
三
％
）、

四
〇
～
四
四
歳
（
一
五
・
一

％
）、三
五
～
三
九
歳（
一
五
・

〇
％
）、
五
〇
～
五
四
歳
と

五
五
～
五
九
歳
が
同
率
の
一

三
・
〇
％
な
ど
の
順
で
多
く

実施している
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図９　短時間労働者から正社員への転換推進措置の実施状況

図10　改正パ－トタイム労働法の施行に伴う雇用管理等の見直し状況

資料出所：パートタイム労働者総合実態調査（ 平成18年）（厚生労働省） 

短時間労働者実態調査（平成22年）（労働政策研究・研修機構）

※平成18年は措置内容は調査していない。 　　　　　　　

資料出所：短時間労働者実態調査（平成22年）（労働政策研究・研修機構）
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な
っ
て
い
る
。
一
方
、
男
性
で
は
六
〇
～
六

四
歳
の
四
六
・
五
％
、
六
五
歳
以
上
の
二
八
・

一
％
で
合
わ
せ
て
七
割
超
を
占
め
、
次
い
で

五
五
～
五
九
歳
が
五
・
六
％
、
二
〇
～
二
四

歳
が
五
・
二
％
、
二
五
～
二
九
歳
が
四
・
四

％
な
ど
と
な
っ
た
。
配
偶
者
の
有
無
は
、｢

い
る｣

が
女
性
で
八
〇
・
六
％
、
男
性
で
七

九
・
二
％
と
な
っ
た
。

　

生
活
の
主
な
収
入
源
は
、｢

主
に
配
偶
者

の
収
入
で
暮
ら
し
て
い
る｣

が
五
七
・
四
％
、

｢

主
に
自
分
の
収
入
で
暮
ら
し
て
い
る｣

が

二
八
・
九
％
な
ど
。
昨
年
一
年
間
に
短
時
間

労
働
者
と
し
て
働
い
た
税
込
年
収
は
、
九
〇

～
一
一
〇
万
円
未
満
が
二
二
・
〇
％
、
一
一

〇
～
一
三
〇
万
円
未
満
が
一
四
・
八
％
、
一

五
〇
～
二
〇
〇
万
円
未
満
が
一
二
・
二
％
、

七
〇
～
九
〇
万
円
未
満
が
一
一
・
二
％
―
―

な
ど
と
な
っ
た
。
就
業
調
整
に
つ
い
て
は
、

「
し
て
い
る
」
が
二
五
・
〇
％
、一
方
で
「
調

整
の
必
要
が
な
い
」
が
三
七
・
九
％
、「
関
係

な
く
働
く
」
が
二
五
・
一
％
な
ど
と
な
っ
て

い
る
。

　
○
雇
入
れ
時
の
労
働
条
件
の
明
示
―
―
九

五
・
七
％
が
「
明
示
さ
れ
た
」

　

現
在
の
会
社
で
短
時
間
労
働
者
と
し
て
雇

入
れ
ら
れ
る
際
の
労
働
条
件
明
示
に
つ
い
て

は
、
九
五
・
七
％
が
「
明
示
さ
れ
た
」
と
回

答
。
一
方
、「
労
働
条
件
に
つ
い
て
は
一
切
説

明
を
受
け
て
い
な
い
」
と
の
回
答
は
二
・
〇

％
だ
っ
た
。「
明
示
さ
れ
た
」（
ｎ
＝
五
九
四

四
）
場
合
の
方
法
に
つ
い
て
は
、「
書
面
に
よ

り
明
示
さ
れ
か
つ

口
頭
で
の
説
明
を

受
け
た
」（
七
八
・

二
％
）、「
労
働
条

件
が
明
示
さ
れ
た

書
面
を
渡
さ
れ
た

の
み
で
口
頭
説
明

は
な
か
っ
た
」（
二

二
・
八
％
）、「
書

面
は
渡
さ
れ
ず
、

口
頭
の
み
で
労
働

条
件
の
説
明
を
受

け
た
」（
九
・
〇
％
）

と
な
っ
て
い
る

（
図
11
）。

　
○
就
業
し
て
い
る

理
由
―
―
「
家
計

の
足
し
に
す
る
た

め
」
が
四
三
・
三

％ 

　

就
業
し
て
い
る

理
由（
複
数
回
答
）

に
つ
い
て
は
、「
主

た
る
稼
ぎ
手
で
は

な
い
が
、
家
計
の

足
し
に
す
る
た

め
」（
四
三
・
三
％
）

が
も
っ
と
も
多
い
。

次
い
で
、「
主
た
る
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40.0%
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図11　短時間労働者として雇い入れられる際の労働条件の明示方法

図12　正社員との職務の異同及び賃金の納得性（個人調査)

資料出所：短時間労働者実態調査（平成22年）（労働政策研究・研修機構）

資料出所：パートタイム労働者総合実態調査（平成18年）（厚生労働省）

資料出所：短時間労働者実態調査（平成22年）（労働政策研究・研修機構）

資料出所：パートタイム労働者総合実態調査（平成18年）（厚生労働省）
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稼
ぎ
手
で
は
な
い
が
、
生
活
を
維
持
す
る
に

は
不
可
欠
の
た
め
」（
二
七
・
七
％
）、「
生
き

が
い
・
社
会
参
加
の
た
め
」（
二
四
・
八
％
）、

「
家
計
の
主
た
る
稼
ぎ
手
と
し
て
、
生
活
を

維
持
す
る
た
め
」（
二
四
・
〇
％
）
―
―
な
ど

の
順
と
な
っ
て
い
る
。 

　

○
同
じ
仕
事
を
行
っ
て
い
る
正
社
員
の
有
無

―
―
「
同
じ
業
務
の
正
社
員
は
い
な
い
」
が

三
八
・
八
％

　

現
在
の
職
場
で
同
じ
仕
事
を
行
っ
て
い
る

正
社
員
の
有
無
に
つ
い
て
は
、「
同
じ
内
容
の

業
務
を
行
い
、責
任
の
重
さ
も
同
じ
（
＝
「
職

務
」
と
し
て
同
じ
）
正
社
員
が
い
る
」
が
一

五
・
九
％
、「
責
任
の
重
さ
は
違
う
が
、
同
じ

業
務
を
行
っ
て
い
る
正
社
員
が
い
る
」
が
三

八
・
九
％
。
一
方
、「
同
じ
内
容
の
業
務
を
行

っ
て
い
る
正
社
員
は
い
な
い
」
は
三
八
・
八

％
と
な
っ
た
（
図
12
）。 

○
同
じ
仕
事
を
行
っ
て
い
る
正
社
員
が
「
い

る
」
場
合
の
賃
金
水
準
に
対
す
る
納
得
性
―

―
５
割
超
が
「
低
い
が
納
得
し
て
い
る
」 

　
（
責
任
の
重
さ
に
か
か
わ
ら
ず
）
同
じ
仕

事
を
行
っ
て
い
る
正
社
員
が
「
い
る
」（
ｎ
＝

三
四
〇
七
）
場
合
に
、
同
正
社
員
と
比
較
し

た
自
ら
の
賃
金
水
準
に
つ
い
て
は
、
三
・
五

％
が
「
正
社
員
と
同
等
も
し
く
は
そ
れ
以
上

の
賃
金
水
準
で
あ
る
」、
五
三
・
一
％
が
「
正

社
員
よ
り
賃
金
水
準
は
低
い
が
納
得
し
て
い

る
」
と
回
答
。
一
方
、「
正
社
員
よ
り
賃
金
水

準
は
低
く
納
得
し
て
い
な
い
」
は
二
八
・
一

％
、「
分
か
ら
な
い（
考
え
た
こ
と
が
な
い
）」

は
一
四
・
九
％
だ
っ
た
（
図
12
）。 

　
○
賃
金
以
外
の
処
遇
等
で
納
得
で
き
な
い
も

の
―
―
ト
ッ
プ
は
「
賞
与
」 

　
（
責
任
の
重
さ
に
か
か
わ
ら
ず
）
同
じ
仕

事
を
行
っ
て
い
る
正
社
員
が
「
い
る
」（
ｎ
＝

三
四
〇
七
）
場
合
に
、
賃
金
以
外
の
処
遇
等

で
同
正
社
員
と
取
り
扱
い
が
異
な
っ
て
お
り
、

納
得
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
も
の
（
複
数

回
答
）
を
聞
く
と
、「
賞
与
」（
四
五
・
八
％
）、

「
定
期
的
な
昇
給
」（
二
九
・
一
％
）、「
退
職
金
・

企
業
年
金
」（
二
四
・
七
％
）
―
―
な
ど
の
順

と
な
っ
た
（
図
13
）。

　
○
現
在
の
会
社
や
仕
事
に
対
す
る
不
満
・
不

安
―
―
「
賃
金
の
安
さ
」
と
「
雇
用
の
不
安

定
」
が
上
位
に

　

現
在
の
会
社
や
仕
事
に
対
す
る
不
満
・
不

安
（
複
数
回
答
）
に
つ
い
て
は
、
五
九
・
〇

％ 

の
短
時
間
労
働
者
が
「
あ
る
」、
三
七
・

六
％
が
「
な
い
」
と
回
答
。
不
満
・
不
安
が

「
あ
る
」（
ｎ
＝
三
六
六
〇
）場
合
の
内
容（
複

数
回
答
）を
み
る
と
、「
賃
金
が
安
い
」（
五
二
・

四
％
）、「
雇
用
が
不
安
定
」（
二
六
・
一
％
）、

「
正
社
員
に
な
れ
な
い
」（
二
三
・
六
％
）、「
有

給
休
暇
が
と
り
に
く
い
」（
二
一
・
八
％
）、「
短
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図13　賃金以外の処遇等で仕事が同じ正社員と取扱いが異なっており
納得できないと考えているもの（複数回答)

図14　現在の会社や仕事に対する不満・不安①

資料出所：短時間労働者実態調査（平成22年）（労働政策研究・研修機構）

資料出所：パートタイム労働者総合実態調査（平成18年）（厚生労働省）
短時間労働者実態調査（平成22年）（労働政策研究・研修機構）
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時
間
労
働
者
と
し
て
は
仕
事
が
き
つ
い
」（
二

〇
・
八
％
）
―
―
な
ど
の
順
と
な
っ
た
（
図

14
）。

　
○
改
正
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
の
施
行
に
伴

う
職
場
の
変
化
―
―
「
変
化
あ
っ
た
」
が
一

七
・
二
％

　

改
正
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
の
施
行
に
伴

う
職
場
の
変
化
に
つ
い
て
は
、「
あ
っ
た
」
と

す
る
短
時
間
労
働
者
が
一
七
・
二
％
で
、｢

特
に
変
化
は
な
い｣

が
四
一
・
五
％
、｢

分

か
ら
な
い｣

が
二
四
・
五
％
な
ど
と
な
っ
て

い
る
。
職
場
の
変
化
の
具
体
的
内
容
（
複
数

回
答
）
と
し
て
は
、｢

労
働
条
件
が
文
書
等

で
交
付
（
明
示
）
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た｣

が
、（
短

時
間
労
働
者
全
体
の
う

ち
）
一
〇
・
九
％
な
ど
と

な
っ
た
（
図
15
）。

　
○
今
後
の
働
き
方
に
対
す
る

考
え
方
―
―
約
７
割
が
短
時

間
労
働
の
継
続
を
希
望

　

今
後
の
働
き
方
に
つ
い

て
は
、「
短
時
間
労
働
者
を

続
け
た
い
」が
約
七
割（
六

九
・
九
％
）
で
、「
正
社
員

に
な
り
た
い
」
が
一
八
・

八
％
な
ど
。「
正
社
員
に

な
り
た
い
」
理
由
は
、「
雇

用
が
安
定
し
て
い
る
か

ら
」
が
半
数
超
（
五
二
・

七
％
）
で
、「
待
遇
が
良
く

な
る
か
ら
」
が
三
〇
・
四

％
な
ど
と
な
っ
た
。

（
調
査
・
解
析
部

　

渡
辺
木
綿
子
）
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図15　改正パ－トタイム労働法の施行に伴う職場の変化

資料出所：短時間労働者実態調査（平成22年）（労働政策研究・研修機構）
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